
告 示

�愛媛県告示第９２３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイキナーサリー朝生田
店

松山市朝生田町５４０
－１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

ダイキ株式会社
代表取締役
佐藤 一郎

ダイキ株式会社
代表取締役
�橋 宰

平成２４年
４月１日

平成２４年
７月６日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

ダイキＥＸ美沢 松山市美沢１丁目９
番３３号

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

平田ショッピングセンタ
ー敷地Ａ

松山市平田町１６２番
地１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

藤原ショッピングセンタ
ー

松山市藤原二丁目８
番１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

ダイキ北条店 松山市北条辻４１０番
１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

ダイキ株式会社
代表取締役
佐藤 一郎
えひめ中央農業協同
組合
代表理事理事長
三好 功

ダイキ株式会社
代表取締役
高橋 宰
えひめ中央農業協同
組合
代表理事理事長
菅野 幸雄

平成２４年
４月１日
ほか

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所及び代表者
の氏名

ダイキ株式会社
代表取締役
佐藤 一郎
えひめ中央農業協同
組合
代表理事理事長
三好 功
株式会社大屋
西条市大町１７６５番地
代表取締役
伊藤 剛吉

ダイキ株式会社
代表取締役
高橋 宰
えひめ中央農業協同
組合
代表理事理事長
菅野 幸雄
株式会社大屋
西条市東町２７５番地
３
代表取締役
伊藤 慎太郎

２ 意見書の提出

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（８件）………………………６４７

○ 地籍調査の成果の認証……………………………………………………６５１

○ 土地改良事業の工事の完了………………………………………………６５２

○ 同意の成立（漁獲共済）…………………………………………………６５２

○ 漁業免許の内容等の公示…………………………………………………６５２

○ 都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧（６件）……………………６５３

○ 土地区画整理事業の換地処分……………………………………………６５４

○ 土地改良区の定款変更の認可……………………………………………６５４

○ 道路の供用開始（県道森松重信線）……………………………………６５４

○ 建設業者の許可の取消し…………………………………………………６５４

公 告

○ 農業振興地域の指定の一部改正…………………………………………６５４

○ 交通管制センター中央装置の借入れ……………………………………６５５

公安委員会告示

○ 取消処分者講習に係る指定講習機関の指定……………………………６５５

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

毎週（火・金）曜日発行 第２３８７号 平成２４年７月２０日

平成２４年７月２０日金曜日 第２３８７号

愛 媛 県 報

６４７



��������������

��������������

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第９２４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイキ宇和島南店 宇和島市保田字宮ノ
段甲６７２番地 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

ダイキ株式会社
代表取締役
佐藤 一郎

ダイキ株式会社
代表取締役
�橋 宰

平成２４年
４月１日

平成２４年
７月６日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第９２５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイキｏｎｅ新居浜 新居浜市瀬戸町甲４０
７５

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

ダイキ株式会社
代表取締役
佐藤 一郎

ダイキ株式会社
代表取締役
�橋 宰

平成２４年
４月１日

平成２４年
７月６日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

西の土居ショッピングセ
ンター

新居浜市西の土居町
１丁目１５３番地 外 大規模小売店舗の名称 （仮）西の土居ショ

ッピングセンター
西の土居ショッピン
グセンター

愛 媛 県 報平成２４年７月２０日 第２３８７号

６４８
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大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

ダイキ株式会社
代表取締役
佐藤 一郎

ダイキ株式会社
代表取締役
�橋 宰

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所及び代表者
の氏名

ダイキ株式会社
代表取締役
佐藤 一郎
株式会社大屋
西条市大町１７６５番地
代表取締役
伊藤 剛吉

ダイキ株式会社
代表取締役
�橋 宰
株式会社大屋
西条市東町２７５番地
３
代表取締役
伊藤 慎太郎

平成２４年
４月１日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第９２６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイキ西条店 西条市朔日市７９６－
１

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社クラレ
代表取締役
和久井 康明

株式会社クラレ
代表取締役
伊藤 文大

平成２４年
４月１日
ほか

平成２４年
７月６日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

ダイキ株式会社
代表取締役
佐藤 一郎

ダイキ株式会社
代表取締役
�橋 宰

ダイキ東予店 西条市北条１５９４番地 大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

ダイキ株式会社
代表取締役
佐藤 一郎

ダイキ株式会社
代表取締役
�橋 宰

平成２４年
４月１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第９２７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに伊予市役所において告示の

愛 媛 県 報平成２４年７月２０日 第２３８７号

６４９
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日から４月間縦覧に供する。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイキ伊予店 伊予市下吾川１０４２番
１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

ダイキ株式会社
代表取締役
佐藤 一郎

ダイキ株式会社
代表取締役
�橋 宰

平成２４年
４月１日

平成２４年
７月６日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに伊予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第９２８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜支局商工観光室並びに西予市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイキ宇和店 西予市宇和町卯之町
４丁目５１８－３ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

ダイキ株式会社
代表取締役
佐藤 一郎

ダイキ株式会社
代表取締役
�橋 宰

平成２４年
４月１日

平成２４年
７月６日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜

支局商工観光室並びに西予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第９２９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに東温市役所において告示の

愛 媛 県 報平成２４年７月２０日 第２３８７号
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�愛媛県告示第９３１号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

日から４月間縦覧に供する。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン重信・ダイキ
ＥＸ重信

東温市野田三丁目１
番１３号 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

ダイキ株式会社
代表取締役
佐藤 一郎

ダイキ株式会社
代表取締役
�橋 宰

平成２４年
４月１日

平成２４年
７月６日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに東温市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第９３０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに砥部町役場において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイキ宮内店・スーパー
田中

伊予郡砥部町宮内１０
３１－１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

ダイキ株式会社
代表取締役
佐藤 一郎

ダイキ株式会社
代表取締役
�橋 宰

平成２４年
４月１日

平成２４年
７月６日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

リバーサイドショッピン
グセンター

伊予郡砥部町拾町２０
番地 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに砥部町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２４年７月２０日 第２３８７号
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平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

八幡浜市 日 土 町６番 耕
地・７番耕地の
一部

平成２２年度から
平成２３年度まで

八幡浜市の
地籍図及び地籍簿

四国中央市 三島金子の一部 平成２２年度から
平成２３年度まで

四国中央市の
地籍図及び地籍簿

四国中央市 川之江町の２０ 平成２２年度から
平成２３年度まで

四国中央市の
地籍図及び地籍簿

四国中央市 土 居 町 上 野
（３）

平成２２年度から
平成２３年度まで

四国中央市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２４年７月２０日

�������
�愛媛県告示第９３２号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９３３号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法

（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合する

と認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第４

項の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９３４号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基づき、

区画漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定める。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限又は条

件

� ア 免許番号 伊特区第２１号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業
わかめ・こんぶ

養殖業

１０月１日から

翌７月３１日まで

� 漁場の位置 松山市高浜町地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた

区域

基点 Ａ 松山市高浜町松法１－３の基準点

Ｂ 松山市高浜町Ｔ４－１４１の基準点

点 ア Ａから３２４度４４分６５メートルの点

イ Ａから３２６度２９分２４メートルの点

ウ Ｂから３５６度２３分２９メートルの点

エ Ｂから３３７度１９分６８メートルの点

ウ 地元地区 松山市高浜町１丁目から６丁目、梅津寺、港

山町、松ノ木、石風呂町、新浜町

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁期終了後１５日以内にすべての養殖施設を撤去しなけ

ればならない。

� ア 免許番号 伊特区第２２号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 あわび養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 松山市高浜町地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた

区域

基点 松山市高浜町松法１－３の基準点

点 ア 基点から２８６度４２分８２メートルの点

イ 基点から２５９度３９分５５メートルの点

ウ 基点から３２６度２９分２４メートルの点

エ 基点から３２４度４４分６５メートルの点

ウ 地元地区 松山市高浜町１丁目から６丁目、梅津寺、港

山町、松ノ木、石風呂町、新浜町

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� ア 免許番号 宇特区第３９４号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 わかめ養殖業
９月１日から

翌４月３０日まで

� 漁場の位置 西予市明浜町高山地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた

区域

基点 Ａ 西予市明浜町高山小僧都国道電力電柱タカ

ヤマ２１０

Ｂ 西予市明浜町高山小僧都国道電力電柱タカ

ヤマ２０９

点 ア Ａから西予市明浜町宮野浦子持岩北角見通

し線最大低潮時海線１０メートルの点

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ほ場整備事業 東宇和西部地区 平成２４年５月１７日

区 域 区 分

南内海区域（愛南漁業協
同組合の地区のうち、旧
南内海漁業協同組合の地
区）

主として底びき網を使用して営む漁業

愛 媛 県 報平成２４年７月２０日 第２３８７号

６５２



イ Ａから西予市明浜町宮野浦子持岩北角見通

し線１７０メートルの点

ウ Ｂから西予市明浜町宮野浦１２２４番（旧造船

所）見通し線１７０メートルの点

エ Ｂから西予市明浜町宮野浦１２２４番（旧造船

所）見通し線最大低潮時海岸線１０メートルの

点

ウ 地元地区 西予市明浜町

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁期終了後１５日以内にすべての養殖施設を撤去しなけ

ればならない。

� ア 免許番号 宇特区第３９５号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 わかめ養殖業
９月１日から

翌４月３０日まで

� 漁場の位置 西予市明浜町狩浜地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた

区域

基点 Ａ 西予市明浜町狩浜越ノ浦護岸西角標識

Ｂ 西予市明浜町狩浜越ノ浦鼻から海岸西へ１０

０メートルの標識

点 ア Ａから宇和島市吉田町ふくごん寺見通し線

１００メートルの点

イ Ａから宇和島市吉田町ふくごん寺見通し線

３３０メートルの点

ウ Ｂから宇和島市吉田町ふくごん寺見通し線

２８０メートルの点

エ Ｂから宇和島市吉田町ふくごん寺見通し線

５０メートルの点

ウ 地元地区 西予市明浜町

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁期終了後１５日以内にすべての養殖施設を撤去しなけ

ればならない。

� ア 免許番号 宇特区第３９６号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 わかめ養殖業
９月１日から

翌４月３０日まで

� 漁場の位置 宇和島市平浦地先

� 漁場の区域

Ａア、アイ、イウ及びウＢの４直線とＡＢ間の最大低

潮時海岸線から１０メートルの線によって囲まれた区域

基点 Ａ 宇和島市平浦１０３２番地の２新田前護岸の標

識

Ｂ 宇和島市平浦１０３４番地の２南西角の標識

Ｃ 宇和島市平浦１０４７番地新田前護岸西角の標

識

Ｄ 宇和島市平浦浮防波堤東側突端

点 ア Ａから１９６度１００メートルの点

イ Ｃから１９８度１８０メートルの点

ウ ＢからＤ見通し線とＣから１９８度見通し線

との交点

ウ 地元地区 宇和島市（津島町、吉田町、同三浦、旧宇和

海村地区を除く）

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁期終了後１５日以内にすべての養殖施設を撤去しなけ

ればならない。

２ 免許予定日

平成２５年１月１日

３ 申請期間

平成２４年７月２０日から１０月３１日まで

４ 存続期間

平成２５年１月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第９３５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、西予都市計画臨港地区の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９３６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、西予都市計画伝統的建造物

群保存地区の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において

公衆の縦覧に供する。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９３７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、西予都市計画公園の変更に

係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９３８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、西予都市計画下水道の変更

に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供す

る。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広
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公 告

�愛媛県告示第９３９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、西予都市計画火葬場の変更

に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供す

る。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９４０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、西予都市計画駐車場の変更

に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供す

る。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９４１号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第３項の規定に

より、新居浜市長佐々木龍から次のとおり換地処分した旨の届出が

あった。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 土地区画整理事業の名称

新居浜都市計画事業新居浜駅前土地区画整理事業

２ 施行区域

新居浜市庄内町四丁目、五丁目、六丁目の各一部

新居浜市坂井町一丁目、二丁目の各一部

３ 換地処分年月日

平成２４年６月２６日
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�愛媛県告示第９４２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市土居田町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２４年７月２０日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�公 告

農業振興地域の指定（四国中央市）（平成１６年８月２７日付け公告）

の一部を次のように改正する。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

２を次のように改める。

２ 区域

四国中央市のうち、次の図面の赤色で着色した部分（都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）の用途地域及び地区計画の区域、愛

媛県県立自然公園条例（昭和３３年愛媛県条例第５０号）の県立自然

公園の特別地域並びに農用地等として利用できない森林）を除い

た区域

（図面省略）

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県東予地方局に備え置いて

�愛媛県告示第９４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９４４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 森松重信線
松山市森松町１３４番２から

同市南高井町１７４８番２まで
平成２４年７月２０日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２３）第２９００号 平成２３年
６月３０日 �トキワ電気 石川 英二 宇和島市寄松甲１１５３－１ 平成２４年

６月８日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２２）第３０９７号 平成２２年
４月１０日 東和建設� 三瀬 栄作 西予市野村町野村１１－４７

６
平成２４年
６月７日 土木工事業 建設業の廃止

（般－２３）第１３３５０号 平成２３年
４月５日 �井上設備 井上 智久 八幡浜市日土町６－１７５ 平成２４年

６月２１日 消防施設工事業 建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成２４年７月２０日 第２３８７号

６５４



公安委員会告示

縦覧に供する。

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年７月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

交通管制センター中央装置の借入れ

� 借入物品名及び数量

交通管制センター中央装置一式（ハードウェア一式、ソフト

ウェア一式、搬入、据付け、配線、調整等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２５年３月１日から平成３０年２月２８日まで

� 借入場所

愛媛県警察本部交通部交通規制課交通管制センター

（第二庁舎内）

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成２３・２４・

２５年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有す

ると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に障害が発生した場合の迅速なメンテナンス体制が

整備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課交通安全施設係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線 ２２７１

� 入札書の受領期限

平成２４年９月４日（火）午前１０時００分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２４年９月４日（火）午前１０時００分

愛媛県警察本部 ２階 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、提出しなければなら

ない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 受領期限

平成２４年７月２０日（金）から平成２４年８月２８日（火）午後

５時１５分まで。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Traffic

Control Center Main Controller，１ set

� Time limit of tender：１０：００ a．m．，４ September，２０１２

� For further information，please contact： Department Road

Safety Institution， Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０ Ext２２７１

�愛媛県公安委員会告示第３号
道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０８条の４第１項の規定により次の者を指定したので、指定講習機関に関する規則（平成２年国家

公安委員会規則第１号）第３条の規定に基づき、次のとおり公示する。

愛 媛 県 報平成２４年７月２０日 第２３８７号

６５５



平成２４年７月２０日

愛媛県公安委員会委員長 亀 岡 マリ子

名 称 住 所 代 表 者 の
氏 名

特定講習を行う
事務所の名称

特定講習を行う
事務所の所在地

特定講習
の 種 別

指 定
年 月 日

株式会社西条ドライビング
スクール 西条市石田２８４番地 中村 忠司 西条ドライビングスクール 西条市石田２８４番地 取消処分

者講習
平成２４年
７月２０日

平成２４年７月２０日 発行

愛 媛 県 報平成２４年７月２０日 第２３８７号

６５６


